
国民年金第3号被保険者の手続きが変わります

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

　任意継続掛金及び介護掛金については社会保険料控除の対象となり
ますので、平成26年中に納付された掛金の納付証明書（右図参照）を、
平成27年1月中旬にご自宅へ郵送いたします。
　確定申告の際に必要となりますので紛失にご注意ください。
※社会保険料控除及び確定申告に係る詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。

任意継続掛金納付証明書を
平成27年1月に発行します！

任意継続組合員の皆様へお知らせ

お問い合わせ先　保険課　☎048-822-3306

任意継続掛金納付証明書任意継続掛金納付証明書
平成平成

任意継続組合員の皆様へお知らせ

平成
26年分

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　共済組合では、平成26年４月1日以降に新たに開設する共済預金口座から、
副印鑑（通帳表紙裏面に貼付しているお届印）の貼付を原則廃止するとともに、
既に副印鑑が貼付された通帳をお持ちの方については、希望により副印鑑の取
外しが出来るものとしております。
　なお、副印鑑の貼付がない通帳で、口座開設店以外の窓口で共済預金の払戻
しを希望する場合、払戻しまでに数日を要することとなりますので、本組合の
入学貸付などで臨時にお金を必要とする場合にはご注意ください。
　また、副印鑑を新たに貼付することも出来ますので、詳しくは『共済だより』
4月号で確認してください。

共済預金からのお知らせ

●手続き方法
　被扶養者の取消申告とあわせて「国民年金第 3号被保険者・被扶養配偶者非該当届」を共済組合へ提出していただ
くことになります。
※ 上記の手続きのほかに、従来通りご本人が市町村で手続き（国民年金第 3号被保険者から第 1号被保険者になるための手続き）をする必要があります。

【平成 26年 11月まで】

❶死亡した場合
❷国外に居住していて被扶養者でなくなった場合

【平成 26年 12月から】
❶と❷のほかに
❸ 収入が、認定基準を超えて取消しになる場合
 （就職先の社会保険の被保険者になる場合を除きます）
❹配偶者である組合員と離婚した場合

　組合員の被扶養者となっている 20歳以上 60歳未満の配偶者は、第 3号被保険者として国民年金に
加入することになっております。その被扶養配偶者が、収入超過による取消や離婚により資格を喪失
した場合の手続きが変更となり、平成 26年 12月から日本年金機構の新たな届出様式「国民年金第 3
号被保険者・被扶養配偶者非該当届」が必要となります。

8 共済だより
2014.12.December No.598




